
会
告

「平
城
宮

・
京
跡

の
木
簡

の
保
存
を
訴
え
る
要
望
書
」

に
つ
い
て

木
簡
学
会
で
は
、
京
奈
和
自
動
車
道
大
和
北
道
路
の
平
城
官
跡
近
辺
に
お

け
る
地
下
ト
ン
ネ
ル
計
画
に
対
し
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
の
委
員
会
声
明

「京

奈
和
自
動
車
道
の
平
城
宮
跡
地
下
通
過
計
画
の
撤
回
を
求
め
る
要
望
書
」
の

発
表
以
来
、
再
三
に
わ
た
っ
て
こ
の
計
画
の
白
紙
撤
回
を
強
く
求
め
て
き
た
。

こ
の
問
題
は
、
二
〇
〇
三
年

一
月
に
国
土
交
通
省
有
識
者
委
員
会
が
、
推

奨
ル
ー
ト

・
構
造
案
に
関
す
る
提
言
を
発
表
す
る
に
至

っ
て
新
た
な
局
面
を

巡
え
、
木
簡
学
会
に
お
い
て
も
、
同
年

一
二
月
六
日
の
第
二
五
回
総
会
に
お

い
て
、
「平
城
宮

・
京
跡
の
木
簡
の
保
存
を
訴
え
る
緊
急
ア
ピ
ー
ル
」
を
学

会
の
総
意
と
し
て
決
議
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
本
年
二
月

一
六
日
に
至
り
、
国
土
交
通
省
奈
良
国
道
事
務
所
よ
り
、

京
奈
和
自
動
車
道
大
和
北
道
路
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
、
有
識
者
委
員
会
の
推

奨
柔
で
あ
る

「西
九
条
佐
保
線
地
下
十
高
架
柔
」
を
採
用
す
る
こ
と
を
決
定

し
た
と
の
発
表
が
あ
っ
た
。
木
簡
学
会
は
、
木
簡
な
ど
の
遺
物
を
守
る
と
い

う
観
点
か
ら
、
地
下
ト
ン
ネ
ル
計
画
の
白
紙
撤
回
を
強
く
求
め
て
き
た
わ
け

で
あ
り
、
特
別
史
跡
平
城
宮
跡
直
下
を
地
下
ト
ン
ネ
ル
で
通
す
と
い
う
最
悪

の
事
態
が
避
け
ら
れ
た
の
は
運
動
の
一
定
の
成
果
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
「西
九
条
佐
保
線
地
下
十
高
架
案
」
も
平
城
宮

・
京
跡
の
遺
跡

・
遺
物

の
銀
存
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
な
お
問
題
が
残
る
も
の
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
本
年
六
月
二
九
日
に
開
催
し
た
二
〇
〇
六
年
度
第

一
回
の
委
員

会
に
お
い
て
、
「平
城
宮

・
京
跡
の
木
簡
の
保
存
を
訴
え
る
要
望
書
」
を
決

議
し
、
内
閣
総
理
大
臣

・
総
務
大
臣

。
国
土
交
通
大
臣

・
文
都
科
学
大
臣

。

文
化
庁
長
官

。
国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
長

。
同
奈
良
国
道
事
務
所

長

・
奈
良
県
知
事

。
奈
良
市
長

。
大
和
郡
山
市
長

・
奈
良
県
議
会
議
長

・
奈

良
市
議
会
議
長

。
大
和
郡
山
市
議
会
議
長
宛
に
書
面
で
申
し
入
れ
を
行
な
っ

た
。
ま
た
、
関
係
各
機
関
に
も
要
望
書
を
送
付
し
て
、
理
解
と
協
力
を
求
め

た
。
左
に
そ
の
全
文
を
掲
げ
る
。



平
城
宮

・
京
跡

の
木
簡

の
保
存
を
訴
え
る
要
望
書

木
簡
学
会
で
は
、
京
奈
和
自
動
車
道
大
和
北
道
路
の
ル
ー
ト
と
し
て
、
国

指
定
の
特
別
史
跡
で
世
界
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
た
平
城
宮
跡
の
地
下
を
通
す

条
が
平
然
と
語
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
、
遺
跡
と
と
も
に
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
木

簡
の
保
存
と
い
う
観
点
か
ら
、
再
三
に
わ
た
り
重
大
な
危
惧
を
表
明
し
て
き

ま
し
た
。

二
〇
〇
三
年

一
〇
月
の
国
土
交
通
省
大
和
北
道
路
有
識
者
委
員
会
の
提
案

で
は
、
同
文
化
財
検
討
委
員
会
の
提
言
を
受
け
て
、
「西
九
条
佐
保
線
地
下

十
高
架
柔
」
の
優
位
性
が
指
摘
さ
れ
、
平
城
宮
跡
直
下
を
通
過
す
る
案
は
否

定
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
「西
九
条
佐
保
線
地
下
十
高
架
案
」
の

ル
ー
ト
も
、
地
下
ト
ン
ネ
ル
の
出
入
口
が
過
去
に
多
数
の
本
簡
が
出
土
し
た

地
域
に
近
接
す
る
た
め
、
平
城
宮

。
京
跡
を
守
り
、
木
簡
を
後
世
に
伝
え
て

い
く
責
務
が
あ
る
と
考
え
る
私
た
ち
は
、
二
〇
〇
三
年

一
二
月
、
平
城
宮

・

京
跡
の
木
簡
の
保
存
を
訴
え
る
緊
急
ア
ピ
ー
ル
を
学
会
と
し
て
呈
し
た
と
こ

ろ
で
す
。

そ
の
後
、
本
年
二
月
、
近
畿
地
区
幹
線
道
路
協
議
会
課
題
別
会
議

「大
和

北
道
路
に
関
す
る
会
議
」
に
お
い
て
、
複
数
あ
る
推
奨
ル
ー
ト
案
か
ら

「西

九
条
佐
保
線
地
下
十
高
架
案
」
が
選
定
さ
れ
る
に
至
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は

平
城
宮
跡
直
下
案
が
完
全
に
否
定
さ
れ
た
点
で
は
、　
一
定
の
評
価
を
し
ま
す

が
、
「西
九
条
佐
保
線
地
下
十
高
架
柔
」
に
関
し
て
は
、
従
前
の
危
惧
が
何

ら
解
消
さ
れ
な
い
ま
ま
、
決
定
が
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、

失
望
の
念
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
、
か
か
る
情
勢
に
鑑
み
、
特
別
史
跡
平
城
宮
跡
や
平
城
京
跡
に

包
蔵
さ
れ
て
い
る
木
簡
を
確
実
に
保
存
す
る
方
策
が
と
ら
れ
る
よ
う
、
次
の

三
点
の
要
望
を
決
議
い
た
し
ま
し
た
。
関
係
各
位

・
機
関
の
ご
理
解

・
ご
協

力
と
、
未
来
に
禍
根
を
残
さ
な
い
誠
意
あ
る
対
応
を
切
に
要
望
す
る
も
の
で

す
。

一　
大
和
北
道
路
の
ル
ー
ト
の
最
終
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
な
お
慎
重

な
検
討
を
行
い
、
特
別
史
跡
平
城
宮
跡
や
平
城
京
跡
に
包
蔵
さ
れ
て
い
る

木
簡
を
確
実
に
保
存
す
る
方
策
を
と
る
こ
と
。

一
一　
か
り
に
地
下
ト
ン
ネ
ル
設
置
が
不
可
避
と
な
り
、
シ
ー
ル
ド
エ
法

が
と
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
ト
ン
ネ
ル
出
入
日
付
近
や
地
上
の
路
面

部
分
な
ど
で
は
、
平
城
京
跡
の
遺
跡
の
破
壊
が
懸
念
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
事
前
に
充
分
な
発
掘
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

〓
一　
事
前
発
掘
調
査
の
結
果
、
木
簡
を
は
じ
め
と
す
る
重
要
な
遺
跡

・

遺
物
の
発
見
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
ル
ー
ト
の
変
更
も
含
め
て
再
度
検
討

を
行
い
、
遺
跡

・
遺
物
に
つ
い
て
万
全
の
保
存
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

二
〇
〇
六
年
六
月
二
九
日

本
簡
学
会
委
員
会




